
 

具体的事例で学ぶ『懲戒処分』・『問題社員対応』を

めぐる法的対応の実務 

 
 

 

 

 

２０１６年 ９月２８日（水）１０：００～１７：００ 

 企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 
ＴＡＣ名古屋校（名古屋：名鉄バスターミナルビル９Ｆ） 

 ＴＡＣ梅田校（大阪：梅田センタービル５Ｆ） 

横木増井法律事務所 弁護士 横木雅俊 氏 

 

 

 

 

■参加要領：申込書はＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mailにてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。後日（開催日１週間～
１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 
※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HPにてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／川守田 E-mail:kawamorita@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2麹町 M-SQUARE 2Ｆ 
 
 
 

161449-0505 161484-0505 

 

161485-0505 

 

名古屋・大阪会場は昼食代を含みません 

  

 

一橋大学法学部卒業、東京大学法学政治学研究科中退の後、アンダーソン・毛
利・友常法律事務所を経て、2010年 9月、横木増井法律事務所を開設。使用者
側の立場で人事労務を主に取り扱う。人事労務に関する執筆、セミナー実績多
数。 
 
 
 

３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

 

４１，０４０円（本体価格 ３８，０００円） 

 ３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） 

 

３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

 

■開催にあたって■ 

 

能力不足や協調性不足など、いつの時代にも企業には問題を抱えた社員が必ず存在します。本セミナー

では、個別の問題の類型ごとに、注意点や適切な対応を解説いたします。また、裁判例も多数ご紹介いた

します。 

 

１．問題社員対応に必要な基礎知識 

（１）懲戒処分とは 
   ・懲戒処分に関する法規制 
   ・懲戒処分の要件 

   ・懲戒処分の手続 
   ・懲戒を検討するために従業員のパソコンを調査することの可否 
（２）普通解雇とは 

（３）雇止めとは 
（４）その他の退職事由 
（５）退職勧奨とは 

   ・退職勧奨を行う際の注意点 
   ・退職勧奨と並行して出勤を禁止することの可否 
   ・退職合意書作成の際の注意点 

   ・退職届・退職願の受理・撤回に関する注意点 
（６）配転、降格、出向 
（７）従業員が会社の処分や措置を争うために利用できる方法・法的手続 

（８）従業員が会社の処分や措置の有効性を争ってきた場合の対応策 
 
２．問題社員への対処法の実例 

（１）能力不足社員・協調性不足社員に対する普通解雇・退職勧奨 
（２）業務命令違反を理由に解雇することができるか 
（３）社内で窃盗・横領・暴行等の刑事事件を起こした社員に対する懲戒解雇 

（４）痴漢、飲酒運転、不倫等の社外での不祥事・刑事事件を起こした社員に対する懲戒解雇 
（５）無断欠勤を理由とする懲戒解雇 
（６）情報漏えいを理由とする懲戒解雇 

（７）懲戒解雇の対象者に退職金を不支給とすることの可否 
 

※最少催行人数に満たない場合、開催中止とさせていただく場合がございます。 

mailto:kawamorita@bri.or.jp

